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歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の
男
女
は
四
分
の
一
と
考
え
て
頭

数
を
出
し
、
こ
の
方
法
で
各
戸
の
頭
数
を
定
め
て
そ
の

数
に
応
じ
て
割
り
付
け
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。

　「
地
割
基
準
値
一
覧
（
明
治
十
六
年
三
月
）
」
の
中

で
、
年
齢
に
よ
っ
て
割
り
当
て
る
歩
合
を
定
め
て
い
な

か
っ
た
地
域
と
し
て
、
瀬
良
垣
、
谷
茶
、
前
兼
久
、
山

田
、
真
栄
田
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
安
富
祖

と
仲
泊
は
年
齢
で
は
区
別
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
男
女
に

よ
り
歩
合
を
区
別
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　恩
納
ム
ラ
は
年
齢
に
関
係
な
く
割
り
当
て
て
い
た
そ

う
で
す
。

以
下
の
方
法
の
ど
れ
が
ど

の
村
の
法
か
は
不
明
で
す

が
、
恩
納
間
切
の
地
割
方

法
の
記
録
が
あ
り
ま
す

（
『
沖
縄
県
史
二

一
』
）
。

○
自
十
五
歳
至
六
十
歳

　

男
の
み
に
平
分
す
る
も
の

及
男
女
に
平
分
す
る
も
の

（
中
頭
地
方
与
那
城
間
切

各
村
及
国
頭
地
方
恩
納
間

切
の
一
小
部
分
此
法
を
行

ふ
）

○
自
十
五
歳
至
六
十
歳

　

男
女
共
五
分
地
と
す
る
も

の
（
国
頭
地
方
恩
納
間
切

の
一
小
部
分
此
法
を
行
ふ
）

○
十
五
歳
以
上
男
の
み
地[

一
地
か]

と
す
る
も
の
但
女

の
み
あ
る
家
族
に
は
男
同
様
配
当
す
（
国
頭
地
方
恩
納

間
切
の
一
小
部
分
此
法
を
行
ふ
）

○
五
歳
以
上
の
男
四
分
。
女
二
分
と
す
る
も
の
（
国
頭

地
方
恩
納
間
切
の
一
小
部
分
此
法
を
行
ふ
）

○
十
五
歳
以
上
の
男
五
分
女
二
分
五
厘
と
す
る
も
の

（
国
頭
地
方
恩
納
間
切
の
一
小
部
分
此
法
を
行
ふ
）

○
村
内
男
女
の
惣
数
に
平
分
し
六
人
持
を
一
地
と
す
る

も
の
（
恩
納
間
切
の
一
小
部
分
此
法
を
行
ふ
）

　ま
た
、
屋
取
の
人
々
に
地
割
を
行
っ
て
い
た
の
か
、

こ
れ
も
ム
ラ
に
よ
っ
て
対
応
が
異
な
る
よ
う
で
す
。
明

治
十
七
年
の
「
恩
納
間
切
取
調
調
書
（
旧
慣
調
ニ
付
間

切
吏
員
ト
問
答
書
）
」
に
「
寄
留
人
と
村
人
の
別
如

何
。
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
「
山
田
村
、
安
富
祖

村
、
瀬
良
垣
村
、
名
嘉
真
村
の
四
ヶ
村
は
、
寄
留
士
族

も
百
姓
と
同
様
百
姓
地
の
割
換
等
、
上
納
物
等
も
異
る

事
な
し
。
」
と
答
え
、
さ
ら
に
「
安
富
祖
村
等
四
ヶ
村

は
百
姓
同
様
地
面
を
分
配
す
と
も
、
其
他
は
皆
地
面
を

所
持
せ
ず
。
但
恩
納
村
は
寄
留
人
壱
人
に
付
、
百
姓
一

人
分
受
取
地
の
半
方
分
位
を
配
与
せ
り
。
」
と
回
答
し

て
い
ま
す
。
土
地
整
理
が
行
わ
れ
た
明
治
三
十
二
年
ご

ろ
に
は
、
屋
取
の
人
々
の
人
口
も
さ
ら
に
増
え
ま
し

た
。
最
後
の
地
割
が
ど
の
よ
う
に
分
配
さ
れ
た
の
か
、

『
恩
納
村
誌
』
に
聞
き
取
り
調
査
の
記
録
が
あ
り
（
一

四
〇
〜
一
四
四
頁
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ラ
の
対
応
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。
（
幸
喜
）

《
参
考
文
献
》

○『
恩
納
村
誌
』
仲
松
弥
秀

　恩
納
村
役
場

　一九
八
〇
年

○『
沖
縄
県
史
二
一
　旧
慣
調
査
資
料
』
　琉
球
政
府

　一九

八
九
年
復
刻

○「
地
割
基
準
値
一
覧
（
明
治
十
六
年
三
月
）」「
沖
縄
県
文

化
財
調
査
報
告
書

　第
六
集

　津
県
島
地
割
調
査
報
告

書
」
沖
縄
県
教
育
委
員
会

　一九
七
七
年

○『
琉
球
共
産
村
落
之
研
究
』
田
村
浩

　至
言
社

　一九
七

七

5 ４３７号


